
 

 

                                                  

                       このお知らせは令和７年３月末まで保管しておいてください。 

就学援助とは、学校給食費や学用品費等の支払いにお困りの保護者の方に対して、

申請に基づき、その費用の一部を援助する制度です。 
 

 

 

 

 

足立区にお住まいで、足立区立以外の小・中学校に通学しており、以下の「ア～エ」のいずれか

に該当する方が対象になります。足立区外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にご相談ください。 

ア 生活保護を受けている世帯 

イ 前年度中に生活保護の廃止・停止を受けた世帯 

ウ 児童扶養手当（ひとり親世帯等）を受給している世帯（児童手当や児童育成手当とは異なります） 

エ 令和５年分の世帯全員の合計所得が基準未満と思われる等（詳細は裏面をご覧ください） 

認定区分 援助内容 

要保護者 
アの生活保護世帯 

・修学旅行費 ・校外活動費 ・卒業記念アルバム費 ・自然教室費  

・医療費（指定の疾病のみ対象・要医療券） 

準要保護者 
上記の援助対象要件 

イ～エの世帯 

・学用品費通学用品費（クラブ活動費含む）・新入学児童生徒学用品費等  

・学校給食費 ・修学旅行費 ・校外活動費 ・卒業記念アルバム費 ・自然教室費  

・体育実技用具費 ・医療費（指定の疾病のみ対象・要医療券）・通学費（特別支援学級のみ） 

● 認定区分により、上記の援助費が支給されますが、学校に納める費用は必ず学校の指示どおりに納め

てください。 

●医療費（指定の疾病）の援助を受ける場合には、事前に医療機関へ就学援助制度の医療費の利用可否について確認の

うえ、学校で医療券を発行してもらってください。ただし、就学援助の認定前は医療券の発行はできません。 

●通学先の学校へ所要金額を調査し、支給費目・金額を決定します。支給費目・金額は足立区立の学校を

基準とし、支給額の限度とします。（支給時期は、令和７年３月下旬となります。） 

●小学校の新入学児童学用品費については、原則、入学前支給のみとなります。 

 

 

●『令和６年度 「就学援助（区域外）受給」「高等学校等入学準備助成」申請書兼委任状・口座振替

依頼書』（新学年、組が決定してから提出）を別紙の記入例を参考に記入のうえ、学務課助成係へ

提出または郵送してください。郵送で提出する場合は、通帳のコピーを返信用封筒に同封してください。 

● 郵送事故の可能性もありますので、必ず申請書の写真またはコピーを取り、保護者控として保管ください。 

※ 前年度に就学援助を受けていた方、生活保護を受けている方も、毎年申請が必要です。 

◆提出期限 令和６年４月１９日（金）（消印有効） 

※提出期限以降も受け付けますが、申請書を提出した月（消印日が申請月）から、援助の対象となります。 

◆審査結果 ８月上旬に認定結果通知書を郵送します 

 

１ 就学援助の対象者および援助の内容 

２ 就学援助の申し込み方法および審査結果 

※就学援助を申請しない方は、申請書の提出は不要です。 

就学援助を申し込む方は、住民税（特別区民税・都民税）の申
告が必要です。無収入の方も必ずご申告下さい (扶養親族の方は除く)。 
※住民税の申告が遅れますと審査ができず、認定となる場合でも支給時期が遅れる場合があります。 



令和６年１月１日現

在、足立区に住民登

録していましたか？ 

 

 

 

世帯人数 家族構成（モデルケース）※４月１日現在の年齢 所得基準額 

2人 母30歳・子1人（小１=6歳） 約294万円以下 

3人 父35歳・母30歳・子1人（小２=7歳） 約362万円以下 

4人 父40歳・母35歳・子2人（中１=12歳、小3=8歳） 約435万円以下 

5人 父40歳・母40歳・子3人（中2=13歳、小４=9歳、2歳） 約453万円以下 

6人 父45歳・母40歳・祖母70歳・子3人（中3=14歳、小5=10歳、5歳） 約502万円以下 

● 上記の基準額は、あくまで目安です。基準額は、世帯人数や家族の年齢により異なります。 

● 審査基準額は世帯により異なるため個々にお答えすることはできません。 

申請を希望されていて該当するかどうかわからない方は、申請書をご提出ください。 

● 所得とは、給与所得のみの場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額欄」の金額です。 

営業等所得の場合は、確定申告書の「第一表の所得金額欄の合計」の金額です。 

その他、令和５年分の所得がある場合は、すべて合算して判定します。 

● 審査は所得のみで判定しますので、借入金の有無は考慮しません。 

 

 

世帯全員の所得で判定します。無収入の方（被扶養者として申告済の方を除く）も住民税の申告

が必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 区外在住者に扶養されている方は、住民税の申告をしてください。 

※ 税証明提出の際は、学校名・学年・組・児童生徒氏名を書いたものを一緒に添えてください。 

※ 税務署で確定申告をした場合、所得の反映に２カ月程度かかる場合がありますのでご注意ください。 

なお、９月末日までに所得が判明しない場合は 「申請却下」 となり援助を受けることができません。 

 

内容について分からないことがありましたら、学務課助成係までお問い合わせください。 
なお、認定の可否等に関するお問い合わせには上記のとおりご回答しかねますのでご了承願います。 
 

足立区教育委員会 学務課助成係  電話 ３８８０－５９７７（直通） 

〒１２０－８５１０  足立区中央本町１－１７－１  足立区役所南館５階 

【その他の問い合わせ先】 
住民税の申告について 足立区役所 課税課 TEL(直通)３８８０－５２３１～２ 

住民  税の申告に関する （第一係～第三係） TEL(直通)３８８０－５４１８ 
確定申告(所得税)について 足立税務署  TEL３８７０－８９１１ 

             西新井税務署 TEL３８４０－１１１１ 

 

５ 提出先及び問い合わせ先 

４ 令和５年分の世帯全員の合計所得が基準未満と思われる場合 

３ 認定所得基準の目安 

次のいずれかに該当しますか？ 

① 給与所得者（会社員、パート、アルバイト等）の方で勤務先から足立区に給与
支払報告書が提出されている。 

② 公的年金等受給者である。 

③ 上記①～②以外の方で所得税の確定申告、または住民税の申告が済んでいる。 

④ 上記①～③に該当する方の税法上の扶養になっている。 

税証明の提出は不要です。 

区役所課税課で住民税の申告または

税務署で所得税の確定申告を行って

ください。 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

令和６年１月１日の住民登録地で、令和６年６月以降に発行される、

【令和６年度住民税課税証明書等】（以下「税証明」という。）を、

学務課助成係へ令和６年６月２０日までに提出してください。※ 

 


